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７  誘導施設（ 機能）  
 

誘導施設と は、 都市機能誘導区域ごと 設定する
立地を誘導すべき 施設であり 、 都市機能誘導区域
外で誘導施設を建築する 場合等には、 市への届出
が必要と なり ま す。  

本市においては、 公共施設の複合化等を 考慮
し 、 建物ではなく 「 機能」 を示すも のと し 、 誘導
施設（ 機能） 設定の基本方針に基づき 、 各拠点で
誘導施設（ 機能） を設定し ま す。  

 

誘導施設（ 機能） の設定の基本方針 

➀中心拠点における よ り 高次で多様な生活サービ

ス 施設(機能)の維持・ 誘導  

➁地域拠点における 日常生活に必要な生活サービ

ス 施設(機能)の維持・ 誘導  

各都市機能誘導区域における 誘導施設（ 機能）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各拠点における 誘導施設（ 機能） のイ メ ージ図 

都市機能の 
多様性・ 高次性 

高 

 ④脇之島地区（ 地域拠点）    
・ 地区事務所 
●食品ス ーパー 
・ 銀行、 信用金庫、 郵便局等 
●診療所 
●高齢者福祉事業所（ 訪問・ 通所系）  
●高齢者向け住宅 
●障害者福祉事務所 
・ 児童館、 児童センタ ー 
●保育園、 幼稚園、 こ ど も 園等 

 ⑤滝呂台地区（ 地域拠点）    
・ 大規模小売店舗（ 食品を扱う ）  
●銀行、 信用金庫、 郵便局等 
●診療所 
●高齢者福祉事業所（ 訪問・ 通所系）  
●高齢者向け住宅 
・ 障害者福祉事業所 
・ 保育園、 幼稚園、 こ ど も 園等 

 ①多治見駅周辺地区（ 中心拠点） 
・ 市役所 
・ 図書館 
・ 文化会館、 美術館等 
・ 大規模小売店舗（ 食品を扱う ）  
・ 銀行、 信用金庫、 郵便局等 
・ 病院 
・ 福祉センタ ー 
・ 保健センタ ー 
・ 高齢者福祉事業所（ 訪問・ 通所系）  
●高齢者福祉事業所（ 小規模多機能）  
・ 高齢者向け住宅 
・ 障害者福祉事業所 
・ 子育て支援センタ ー、 ひろば 
・ 児童館、 児童センタ ー 
・ 保育園、 幼稚園、 こ ども 園等 

 ③旭ケ丘地区（ 地域拠点）    
・ 地区事務所 
・ 食品ス ーパー 
・ 銀行、 信用金庫、 郵便局等 
・ 病院 
●診療所 
・ 高齢者福祉事業所（ 訪問・ 通所系） 
●高齢者福祉事業所（ 小規模多機能） 
●高齢者向け住宅 
・ 障害者福祉事業所 
●児童館、 児童センタ ー 
・ 保育園、 幼稚園、 こ ど も 園等 

 ⑥笠原地区（ 地域拠点）       
・ 地区事務所 

・ 文化会館、 美術館等 

・ 大規模小売店舗（ 食品を扱う ）  
・ 食品ス ーパー 
・ 銀行、 信用金庫、 郵便局等 
・ 診療所 
・ 高齢者福祉事業所（ 訪問・ 通所系） 
●高齢者向け住宅 
・ 障害者福祉事務所 
・ 子育て支援センタ ー、 ひろば 
・ 児童館、 児童センタ ー 
・ 保育園、 幼稚園、 こ ど も 園等 

 ②根本駅周辺地区（ 地域拠点）

・ 大規模小売店舗（ 食品を扱う ）  
・ 銀行、 信用金庫、 郵便局等 
・ 診療所 
・ 高齢者福祉事業所（ 訪問・ 通所系） 
●高齢者福祉事業所（ 小規模多機能） 
●高齢者向け住宅 
・ 障害者福祉事業所 
・ 保育園、 幼稚園、 こ ど も 園等 



5 

８  誘導施策 
 

本市が目指す｢ネッ ト ワ ーク 型コ ンパク ト シテ
ィ の実現｣に向け、 都市機能誘導区域と 居住誘導
区域において以下のよ う な誘導施策に取り 組み、
区域内への緩やかな人口誘導を図り ま す。  

ま た、 ネッ ト ワ ーク の観点から 公共交通の利
便性向上に向けた施策について も あ わせて 取
り 組みま す。  

 

項目 ▶  施策 
    

【 都市機能誘導区域】  

都市機能を維持・ 誘導 

する ための施策 

▶  

①中心市街地活性化 

②公共施設の再編 

③ヒ ート アイ ラ ンド 対策 

④届出制度の活用 

⑤今後検討が必要な施策 

（ 誘導施設の立地助成等）  

    

【 居住誘導区域】  

居住を誘導する ための施策 
▶  

①良好な居住環境の整備 

②都市基盤の整備 

③暮ら し 続けら れる 地域づく り  

④都市計画制度の活用 

⑤届出制度の活用 

⑥今後検討が必要な施策 

（ 戸建住宅・ 集合住宅立地支援事業等）  

 
    

公共交通の利便性向上の 

ための施策 
▶  

①中心拠点と 地域拠点をつなぐ  

移動手段の確保 

②拠点内の移動手段の確保 

③公共交通の利用環境の向上 

④公共交通の利用促進 

⑤今後検討が必要な施策 

（「 多治見市地域公共交通計画」 の策定等）  

 

 

 

９  防災指針 
 

防災指針は、 居住や都市機能の誘導を図る 上で
必要と なる ま ちの防災に関する 機能の確保を 図
る ための指針です。  

多治見市においても 、 立地適正化に向けた方針
や防災上の課題を踏ま え、 防災まちづく り の方針
を設定し 、 取組を実施し ま す。  

 

取組方針❶ 被害を低減する ためのソ フト 対策の実施 

●災害が起き てし ま っ た時の備えのために、 災害情報の発信や避難体制の強化など 、 災害によ る 被害を 低減する ため

の取組を 進めま す。  

（ 主な取組） 地区防災計画・ 地区タ イ ム ラ イ ン の作成支援、 情報伝達手段の拡充 等 
  

取組方針❷ 災害をでき る だけ防ぐ ・ 減ら すための対策の実施  

●水害・ 土砂災害・ 地震によ る 災害リ ス ク を 抱える 本市において、 堤防の強化や砂防施設の整備など 、 その対象と な

る 災害ができ る だけ起き ないよ う な取組を 進めま す。  

（ 主な取組） 河道掘削の実施、 急傾斜地崩壊防止施設の整備、 狭あい道路の解消 等 
  

取組方針❸ 被害対象を減少さ せる ための対策の実施   

●取組方針１ 、 ２ によ る ソ フト ・ ハード の両面で災害対策を進めながら 、 被害の対象と なる 住居等が少なく なる よ う 、 新

たに建物を建築する 際の土地利用規制や災害リ ス ク の高い地区から の居住の誘導など 、 安全なま ちづく り に向けた取

組を 進めま す。  

（ 主な取組） 土砂災害特別警戒区域等の災害危険性の高い区域の居住誘導区域から の除外 等 
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10 数値目標の設定 
 

本計画は、 ｢多治見市総合計画｣の見直し に合わ
せ、 概ね４ 年ご と に施策の効果を 定量的に把握
し 、計画の改善・ 見直し を継続的に実施する ため、 

｢立地適正化に向けた誘導方針｣で定めた３ つの誘
導方針と 、 防災指針に対応する 数値目標を設定し
ます。  

 

誘導方針・ 防災指針 ▶  数値目標 
      

【

ま
ち
づ
く
り
方
針

】 

人
に
や
さ
し
く

、
活
力
を
生
み
出
す
「

ネ
・
ト
ワ
・
ク
型
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
・

」
の
実
現 

▶  

誘導方針① 

中心拠点・ 地域拠点への 

都市機能の誘導 

▶  

評価指標① 

都市機能誘導区域内の誘導施設の延べ機能数 
  

計画策定当時 
（ 2017(H29)年度）  

計画改訂時 
（ 2022(R4)年度）  

将来 
（ 2040(R22)年度）  

43 機能 44 機能 62 機能 
  

     

▶  

誘導方針② 

拠点を 中心と し た 公共交

通利便性の高い地域への

居住の誘導 

▶  

評価指標② 

居住誘導区域内の人口密度 
  

計画策定当時 
（ 2010(H22)年度）  

計画改訂時 
（ 2022(R4)年度）  

将来 
（ 2040(R22)年度）  

47 人/ha  43.2 人/ha  43 人/ha 
  

     

▶  

誘導方針③ 

中心拠点と 地域拠点を つ

な ぐ 基幹的な 公共交通ネ

ッ ト ワ ーク の維持・ 構築 

▶  

評価指標③ 

中心拠点と 地域拠点をつなぐ 基幹的な公共交通軸 
  

計画策定当時 計画改訂時 
（ 2022(R4)年度）  

将来 
（ 2040(R22)年度）  

－ ５ 軸 ５ 軸 を維持 
  

     

▶  防災指針 ▶  

評価指標④ 

地区防災計画、 地区タ イ ムラ イ ンの策定数（ 累計）  
  

計画策定当時 計画改訂時 
（ 2022(R4)年度）  

将来 
（ 2040(R22)年度）  

－ ２  20  
  

 

11 届出制度 
 

届出制度は、 届出対象と なる 誘導施設（ 機能）
や住宅の整備動向を 把握する ために実施する も
のです。  

居住誘導区域外において一定規模以上の住宅
の建築目的の開発行為や建築等行為を行う 場合、
都市機能誘導区域外において誘導施設（ 機能） を 

有する 建築物の建築目的の開発行為や建築等行
為を 行う 場合、 都市機能誘導区域内で誘導施設
（ 機能） の休廃止等を行う 場合は、 行為に着手す
る 30日前ま でに市長 への届出が必要になり ます。 

開発許可申請・ 建築確認申請に先行し て届出を
お願いし ま す。  

 

届出対象と なる 行為 

①居住誘導区域外での一定規模の住宅の開発行為や建築等行為 

②都市機能誘導区域外での誘導施設の開発行為や建築等行為 

③都市機能誘導区域内での誘導施設の休止ま たは廃止 

👉 詳し く は、 多治見市ホームページや「 届出の手引き 」 をご確認く ださ い。  


